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明治大正期の親子心中の“増加”に関する考察

Ｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅ“Increase”ofParents'ＳｕｉｃｉｄｅＣｏｍｅｓｗｉｔｈｔｈｅ

ＭｕｒｄｅｒｏｆＴｈｅirOwnChildreninMeiji-TaisyouErａ

和田宗樹＊
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Thispaperisfocusingon“Oyako-Shinjyu，'．“Oyako-Shinjyu，'ｉｓａｋｉｎｄｏｆ

ｓｕｉｃｉｄｅｏｆｐａｒｅｎｔｓｗｈｉｃｈｃｏｍｅｓｗｉｔｈｔｈｅｍｕｒｄｅｒｏｆｔｈｅｉｒｏｗｎｃｈｉｌｄｒｅｎ・Ｉｎｔｈｅ

ｍｏｓｔｏｆｔｈｅａｄｖａｎｃｅｄcountries,“Oyako-shinjyu”ｍｕｓｔｂｅｔａｋｅｎｓｉｍｐｌｙａｓａ

ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓｕｉｃｉｄｅａｎｄｔｈｅｖｅｒｙｖｉｃｉｏｕｓｃｒｉｍｅｏｆｔｈｅｍｕｒｄｅｒｏｆｃｈｉｌｄｒｅｎ．

ＢｕｔｉｎＪａｐａｎ，ｉｔｉｓｓａｉｄｔｈａｔｔｈｅｙｔａｋｅｔｈａｔｗｉｔｈａsympathyorcompassion

becausetheydon'ttakeindivisualsintoaccoutbutmakemuchofabondfamily

itself・ＳｕｃｈｋｉｎｄｏｆｖｉｅｗｃｏｍｅｓｆｒｏｍｔｈｅｔｒａｄitionalstyleofJapanesesociety

orientedfamily-"Ie"・

ButthroughtheresearchandanalysisofthenewspaperspublishdinMeiji-era，

wefoundthatJapanesepeoplewerenotsoinclinedtoinclinedtofeelcompas‐

sionｗｉｔｈ“Oyako-Shinjyu"．Thisnewfindingcanbeexpectedtocontributeto

thetheoryofJapanesestyleoffamily．

１．はじめに

「昭和初期には児童保護上問題となる各種の現象が注目されてきた。親子心中だけでも，大正一四年五

月から昭和二年七月までの調査で３１１件，昭和五年七月から同七年六月までの調査で４９３件が数えら

れ，また，幼児殺し・児童虐待・欠食児童等が目立った｣。（内務省史第８章社会行政）

本研究では「親子心中」を扱う。親子心中は日本が近代社会としての形を整えた大正時代に急増し，

昭和初期になって広く問題視されるに至った比較的“新しい，，現象である。背景には，近世まで人口調

節手段として都市/農村を問わず広く行われていた嬰児殺し，間引きないし棄児が様々な法整備により

禁止されたこと，また何らかの社会的条件によって急激に減少し，もはや昭和初期には特殊な事件とな

るまでに撲滅させられたように見えることと表裏一体の関係にあると言われてきた。

言ってみれば，社会が“近代”という局面を迎えるにあたって，生活がそれ以上不可能になるまで極

度に圧迫された際に，親（以下に見るとおり多くの場合は「母親」であるが）は子供を殺害したり，棄

てたりするのではなく，「子供を殺し自殺する」ことを選好するようになったように見えるのである。

「日本は子供の楽土といった外国人の批評も，このごろ頻々たる親子心中の報道によって，いくらかは

＊慶臓義塾大学大学院社会学研究科社会学専攻博士課程（家族社会学・家族社会史・生活構造論）
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割引せられるかもしらいが，これとても慈愛の遣瀬ない一破綻とも見られる。無知と心弱さの原因は他

にあるにしても，とにかくに親がこれほどまでに，思いをわが子の行く末に凝らすようになったのであ

る」（柳田国男，1993;299）

ここには親子関係を取り巻く心性の大きな変化がありはしないだろうか。または，家/家族のあり方

に何かしら根本的な変化が見られたのではないだろうか。以上の繰り返し問われてきた疑問について少

しでも答えうる形を探るのが本研究の目的であり課題である。ただし、ここでの論考は親子心中そのも

のの解明のみに向いているというわけではない。むしろこの極端な事例を扱うことで，その背景にある

家族のあり方の変遷を歴史的に辿っていくことをその最終的な目的としている。無論このような小論で

は全貌を明らかにするようなことはできないが，先を急がず，従来の研究史の把握とは多少違った議論

の道筋をつけたいと思う。そこでまずは先行研究を整理する中で問題を絞り込んでいきたい。

2．先行研究の整理と課題

2.1日本固有の現象としての把握

まず扱うのは“親子，’の心中であって心中一般ではないということを確認しておこう。心中一正確に

は複数自殺であるが－自体は汎文化的に見られ，また日本でも近松門左衛門の例を出すまでもなく，「情

死」などといった形で近世より広く見られた現象であった。しかし親子心中というのは「子｣殺しを伴っ

た自殺である。したがって情死等複数自殺一般とは異なり，「家族」というフレームを通した分析が意味

を持つことになる。また逆に言えば，親子心中に注目することで家族社会学的な知見を得られるともい

うことになる。

このような親子心中となると，これは汎文化的なものではなくなり，日本，ないしは東アジアに特殊

なものだと言われてきた。もちろん形態としての子殺しを伴った自殺はしばしば通文化的に見られる現

象であるが，その社会的意味付けや受け取り方に質的に大きな違いが見られるのである。例えば佐々木

(1977)によれば，親子心中についてアメリカでは「子供を道連れにするのは間違った利己心」だと言わ

れ，ドイツでは単に「子供に対する殺人」であると言われるという。大規模で国際的な比較研究が行わ

れたことはもちろんないがこれだけでも親子心中を単に犯罪の枠内で処理し，同情的な傾向のない欧

米の心性を推し量ることができる。これに対し親子心中に対する「判決文は『犯した罪は重大である→

しかし，情状酌量に値する→従って執行猶予とする」という公式を作っており，外国に比してこの種の

犯罪に対する批判の甘さ」がある（大原，1965-2）だとか「既遂の場合，死によって一切は不問，それ

どころか（中略）むしろ親の立場に同情が注がれる」（岩本，1989）などと言われる日本の対応との温度

差は大きい。

したがってまず親子心中は東アジア的，または非欧米的な現象だ，と一次的には言うことができる。

それではその東アジア内で地域差はないだろうか。東アジア内で親子心中の比較研究をしたものは，管

見の及ぶ限り岩本通弥(1993)のみである。これによれば,韓国にも形態としては日本と同様の親子心中

はあるもののi)，韓国の新聞報道の分析から，韓国における親子心中は社会制度や他者に対する“抗議

性”“憤り”が主要な価値コードとなっており，「自殺・親子心中の〈物語〉が「他人に迷惑を掛けるこ

と」の忌避を訴えている」(ibid､７３)日本と意味するところが「大きく異なっている2)」という。また後に

示すように日本の親子心中の大正期以降の増加は，背景に棄子の大規模な現象を伴っているといわれて

きたが3)，この点について韓国ではこのような相関はなく，「同伴自殺の増加と並行し，近代化の進行と
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ともに棄児も増加傾向にあったらしい」といわれることも，日韓での親子心中の意味合いの差を傍証し

ていると言えるかもしれない。またこれに加え大原(1965-1)は以下のように述べている。

「親子心中は，統計で見ると，西欧は勿論，一部を除く他の東欧諸国でも殆ど発生していない。直接動

機として多い生活苦や家庭不和，社会病理学的な素質なども当然関与するが，これらは程度の差こそあ

れ，各国共通の因子であり，特に我国に多発する特異性は説明しつくせない。ここに，culturalpattem

を研究する必要があると思う｣。（同；３５）

以上の先行研究や資料，調査報告から確定するには多少不十分であるが，まず統計的に親子心中は東

アジアに集中しており4)，さらに東アジア内でもそれに対する人々の受け止め方には意味合いの違いが

見られることがわかった。よってさしあたり形態としての子殺しを伴った自殺＝親子心中に対する日本

固有のあり方があるものだということを前提として論考を進めていきたい。なぜならこのことを強調し

ておくのには理論的な意味があるからである。

というのも，そもそも親子心中の日本固有性は自明のことのようにあっさりと語られてきたにもかか

わらず，しばしその研究においては，親子（特に母子関係）に親密圏が緊密化していく近代家族論や，

近代化論の文脈でいう家族形態の核家族への純化といったプロセスが理論的に参照されてきた。富永

(1990)の用語で言えば，これら近代化プロセスに伴い「家ゲマインシヤフ卜が解体5)」していったとい

う，いわば近世的な共同体秩序の解体による核家族の孤立化と併せて語られてきたのであった。

しかしそもそもここで参照されている近代家族論、近代化論のいう家族の変遷は特に日本固有のもの

ではなく，そもそもの論の成り立ちからいって工業化/産業化していく社会一般に成り立つはずの理論

的仮構である。そうであるならば，日本固有のありかたを見せる親子心中の研究にそれらの理論装置だ

けで臨むのは不十分である。また逆にそれら近代化の理論装置で説明できるように見えたとしたら，そ

れは殆ど何も明らかにしていないと言って良いだろう。したがって“近代社会，，一般を規定する大枠の

道具立てで，日本と言う地理的歴史的に固有なフィールドである時期急増したように見える親子心中を

検討するのであれば，その地理的歴史的固有性/特殊性の検討へも向かわなければならないと考えるの

が普通である。日本の家族の特殊性ついては，日本の伝統的家族形態を説明する理論として我々には膨

大な議論と研究の蓄積のある「家」理論が用意されている。

しかし本論はさしあたりそれらの理論を一次的には参照しない。これには二つの理由がある。第一は，

日本固有性というものを普遍理論から区別して論理的に担保した上で仮説を立てる，ということが困難

だからであるという消極的理由6)である。第二は,逆に抽象的な論理操作を行う前に．資料という実定的

な領域の検討から理論そのものの内部へと検討を差し向け，理論自体を再検討する中で，もしかしたら

日本の固有'性のようなものは事後的に見いだされるに過ぎないはずだと考える，という積極的理由であ

る。このような点から，例外的で極端な事例である親子心中を研究することで，家族に関する理論研究

に少しでも貢献をすることめざしてみたい。

2.2親子心中の原因

親子心中研究は，問題の性質上，精神神経学や心理学などや，刑法学などの，直接問題と向き合うい

わば臨床の現場からその多くが主になされてきた。ここでは「親子心中は，母性愛が裏目に出た場合の

ものであり，母親の自立の弱さや主体性の欠落を暴露したものでもある」（佐々木，1977）であるとか，

｢自己中心で非常な社会風潮」や「人間としての存在が根本から虚弱」（稲村，1979)，または「我が子意

識がもたらした過剰な愛」（岩本，1989）であるといった理由づけがなされ，それゆえに「子育てを母親
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の聖域にするのをやめ」（佐々木，ｉbid.）ることなどが繰り返し説かれてきた。これらの指摘は臨床的に

は意味のあるものなのかもしれないが，歴史的変遷を辿ろうとする本研究の視座とは性質の異なった結

論である。とはいえいくつかものは日本の文化的特性への言及を行っていて，特に日本文化ないしは

｢家」観念と併せた日本の歴史性に着目した研究として，大原(1965-1）と，都市民俗学の立場から目配

りの利いた本格的な研究をしている岩本(1989,1993,2005)の二つを挙げることができる。彼らはどの

ように見ているのだろうか。

大原(1965-1)は「殺児は古代より公然と行われた」ことに注目し，「ここに親子心中の精神病理の土

壌があり，明治以降，殺児が親子心中へと変形してきたように思われる」と述べる。ここでは親子心中

を嬰児殺しの変形と考えているようだ。また「日本文化の自己否定性」ゆえに「自我の未成熟」を生む

ことと，家に個人が従属することで．罪が西欧的な絶対者へのものではなくなり、「罪という論理に優越

して美が罪を浄化する形式が認められる」ことが親子心中を許容する文化的土壌ととらえている。

一方，岩本(2005)は端的に２種類の理由を挙げている。一つは「捨子をしても子どもを養ってくれる

｢家」が消滅したこと，すなわち商家や農家の経営形態が変化し，捨子を受容していた「家」の基盤が崩

れた」ことである。これは「非親族を排除した血縁者だけの集団，親子関係だけが妙に濃密化した、き

わめて閉鎖的な家族」になったことを指している（岩本，1989)。

もう一つは、「｢他人に迷惑をかける」ことを不可とする社会規範が，近代日本の中で形成されていっ

た」ことである。これは母親が子どもに「他人に迷惑をかけない」と賎けることで「私にだけは迷惑を

かけてもいい，甘えてもいい，という親子の一体化願望を伝えている」（岩本，1989）ことを同時に表し

ているという。

「すなわち近代化・都市化による日本社会の変質で、子育てはすべて血を分けた生みの親の責任とい

う観念が生成され，子どもを残し親だけ自殺することが，捨子と同様，我が子を見捨てる非情な行為と

して，また他人に迷惑をかける無責任な行為（養育の放棄）と見倣されるに至ったことが，親子心中を

発生させた社会的な要因であるといえる（岩本．1993)。

岩本の分析の中には，「他人に迷惑をかける」ことを不可とする規範が「近代」に形成されていったプ

ロセスについての検討は見当たらないものの，おおむね近代化論，近代家族論の論理と極めて整合的な

筋立てになっている。このように社会学的な知見を取り込み，もっとも歴史的かつ論理整合的な議論を

組み立てているのは岩本のみであるので．以下では先行研究の集約された形として，岩本の論理を中心

的に検討していきたい。

さっそく整理してみよう。岩本の議論では，非親族成員を組み込んでいた「家」はかつては「一種の

養子として」（岩本，1989;96）捨子を社会的に可能にしていたが，それが崩れたことで「捨子のできに

くい，されにくい社会状況が生まれ」た。これは家が近代家族化することで母子一体化願望が濃密化し

ていく動きを伴っている。そしてその中で「他人に迷惑をかける」ことを忌避する社会規範が生まれ，

親子心中を増加させるプッシュ要因となった，ということになる。

以上の整理を前提として，以下では具体的な検討に移りたいと思う。

3．親子心中の歴史的検討

３．１基礎的な統計と資料について

図表１は，小峰(1937)7)に挙げられた東京日日新聞に掲載された親子心中を報じた記事件数を元に筆
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者が作成したものである。参考までに単純の年間件数で比較すると，明治の４１年間で年平均２．５３件な

のに対し大正の１５年間では２１．５件，とほぼ８．５倍に増加している。この数字には統計的意味は殆どな

いが，少なくとも明治から大正年間にかけて，親子心中に関する報道が急激に増加した，という雰囲気

は読み取れる。または，親子心中に対する社会的関心が増してきた，とも言える8)。なお図表３において

同じ時期の読売新聞に掲載された親子心中に関する記事件数を示しておいた。ここでは図表ｌほどのド

明治１２年 5，２３２ 明治２４年 5,325 明治３６年 2,338 大正４年 １，８１２

明治１３年 5，３９０ 明治２５年 4，９５８ 明治３７年 2，２７９ 大正５年 1,783

明治１４年 ４，９５８ 明治２６年 4,876 明治３８年 2，０７４ 大正６年 1，６０８

明治１５年 5,081 明治２７年 4，７７５ 明治３９年 2,083 大正７年 1，４７２

明治１６年 ４，９４１ 明治２８年 4,550 明治４０年 1，９００ 大正８年 1，３９２

明治１７年 ４，９６８ 明治２９年 4，１８８ 明治４１年 1,832 大正９年 1，１２８

明治１８年 5,467 明治３０年 3,740 明治４２年 1,736 大ｌＥｌＯ年

明治１９年 5,746 明治３１年 3.257 明治４３年 1，６６４ 大正１１年 ７５５

明治２０年 5，７８３ 明治３２年 2,942 明治４４年 1，５６７ 大正１２年 ６６６

明治２１年 5，５７６ 明治３３年 2,638 明治４５年 1,587 大正１３年 ６８２

明治２２年 5,349 Iﾘl治３４年 2，５４５ 大正２年 1，６１６ 大正１４年 ６７９

明治２３年 5,431 明治３５年 2,437 大正３年 1，７２９ 大正１５年 ６７７

明治５年 ０ 明治２０年 ２ 明治３５年 ７ 大正５年 1５

明治６年 明治２１年 ０ 明治３６年 ４ 大正６年 1８

明治７年 ２ 明治２２年 １ 明治３７年 ４ 大正７年 1９

明治８年 ３ 明治２３年 ０ 明治３８年 大正８年 ２１

明治９年 ０ 明治２４年 ０ 明治３９年 １ 大正９年 2３

明治１０年 ０ ｌＵｌ治２５年 ３ 明治４０年 ４ 大'ピ１０年 1９

明治１１年 １ 明治２６年 １ 明治４１年 １２ 大正１１年 3２

明治１２年 １ 明治２７年 ０ 明治４２年 ７ 大正１２年 2７

明治１３年 １ 明治２８年 ０ 明治４３年 1３ 大正１３年 3２

明治１４年 １ 明治２９年 ０ 明治４４年 １１ 大正１４年 ４１

明治１５年 １ |ﾘl治３０年 ０ 明治４５年 ８ 大正１５年 6０

明治１６年 ２ 明治３１年 ２ 明治年間計 1０４ 大正年間計 ３２３

明治１７年 ０ |ﾘl治３２年 1 大正２年 ５

明治１８年 ２ 明治３３年 大正３年 ２

明治１９年 ２ 明治３４年 ４ 大正４年 ６
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明治７年 ０ 明治２１年 ０ 明治３５年 ２ 大正４年 ３

明治８年 ３ 明治２２年 ４ 明治３６年 ３ 大正５年 ５

明治９年 ５ 明治２３年 1 明治３７年 ２ 大正６年 ８

明治１０年 ３ 明治２４年 ０ 明治３８年 ２ 大正７年 ３

明治11年 ２ 明治２５年 1 明治３９年 ４ 大正８年 ８

明治１２年 ５ 明治２６年 ２ 明治４０年 ２ 大正９年 1１

明治１３年 ４ 明治２７年 ３ 明治４１年 ２ 大正１０年 ９

明治１４年 ７ 明治２８年 １ 明治４２年 ６ 大正１１年 1３

明治１５年 ７ 明治２９年 １ 明治４３年 ６ 大正１２年 1４

明治１６年 １ 明治３０年 ３ 明治４４年 ６ 大正１３年 ８

明治１７年 ８ 明治３１年 ４ 明治４５年 ９ 大正１４年 ２１

明治１８年 ９ 明治３２年 ３ 明治年間計 1３０ 大正１５年 ２５

明治１９年 ３ 明治３３年 １ 大正２年 1０ 大正年間計 1４３

明治２０年 ２ 明治３４年 ３ 大正３年 ５

と，約３倍に増加している傾向を読み取ることはできる。

また小峰(1937)によれば、親子心中を行う親に着目すると，明治期では未遂・既遂あわせて男３６名

に対し女８３名で男ｌとした場合の性比は２．３，大正期は男９４名に対し女２６９名で性比は２．９と，女性

が主体となっている場合が２～３倍である。このように親子心中の行為主体には母親がなりやすい，と

いう知見は，石川(1984)、佐々 木(1977)等多くの研究で確認されている事実でもある。

さて，これに対しよく示されるのが全国規模での棄子の大規模な減少である。これは図表２に示して

おいた。棄子は明治前半期は5,000人規模であったが,明治３０年代から急速に減少を始め，大正末期に

は７００人以下と，実にｌ/５以下に激減している。なおこの図表２と図表ｌをあわせると，大正期を境に

きれいな逆相関の関係になっているように見えるが，帝国統計年鑑の公的なマクロデータと，新聞の記

事件数というデータの性質上，両者の因果関係を決めつけてしまうことは無論出来ないことは付言して

おくべきであろう。

ただし事実として、棄子数が全国規模では明治大正年間に大規模に激減したことと，親子心中を報道

する新聞記事の件数が大正期から急増したこと，の２点は確認することができた。

3.2明治大正期の都市家族の実相

前節で確認したように，「家」の解体と近代的核家族化が親子心中を増加させるという岩本説を仮定す

るならば，農村部/郡部よりも，大正期以降近代家族が登場してくるとされる都市部で親子心中が集中

的に起きていることが期待される。

事実読売新聞の明治大正期の記事を読み返すと．親子心中の多くが都市部で発生していることがさし

あたり確認できる9)｡都市に集中的に起きる事件であるとすれば，この時期の都市家族，とくに親子心中

の主立った主体になりやすい都市下層家族の姿を振り返っておく必要があるだろう。
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都市下層で見ると，世帯人員は１９世紀末で３人程度，２０世紀に入って１９１０年代に３．５人，１９２０年

代に４人に増加し，その形態は８割が核家族であった。それ以降戦後高度成長期に入るまで，世帯人員

数は４～５人で安定して推移したことはよく知られている。

ところで中川(2000)によれば，１９世紀末に都市(東京)人口は膨張していくが，それには以下のよう

な特長があるという。まず’性比が１８７２年のｌＯ７から1900年の１２０へと，男'性の流入人口が多いこ

と。そして年齢別人口構成では１０代後半から２０歳代の若年人口が厚くなること。出生数と死亡数がお

おむね桔抗し，『傾向的な自然増加が見いだせ』なくなっていたこと。そして（婚姻件数に対する割合と

しての）離婚率が1880年代の東京で平均50.4％,1890年代で28.4％と極めて高い水準にあったこと

である'0)。この間１９２０年代から家族のあり方が安定化していくことと対比的に，「世帯を形成すること

の困難」があった，と言われている。

性比のバランスも回復し（1920年代以降は１１０以下)，離婚率も低下し（10％以下)，親族成員数が

４人近くで安定することになる'')大正期に入ってからのことであった。

このように確認してみると，岩本の仮説にいくつかの修正もしくは洗練が必要なことが分かってく

る。まず「家」が解体するという条件についてであるが，１９世紀末の都市下層は世帯形成すら困難で

あったことから，解体する「家」自体が実態として存在し，それが親子心中を劇的に抑える役割を果た

していたかは疑わしい。都市下層に限って言えば，１９２０年代に世帯を形成し始めた時点ですでに核家

族であったのであるから，「家」の崩壊から近代家族へ，という設定自体が既に困難である。実際，毎年

新たに棄子として警察に届けられる件数は，東京に限って言うと図表４に示したように，明治大正期の

変動にはっきりとした傾向があるわけではないのである。

もちろん親子心中の原因の多くが生活苦，貧困であるからといって，彼らの社会階層が下層であった

かどうかは厳密には分からないし，それ以外の諸社会階層の心中については「家」の崩壊仮説が反証さ

れたわけではないが，少なくとも一概に非親族成員を抱えていた「家」形態の崩壊が親子心中を全国的

する考察

視庁統計書）

明治８年 6５ 明治２１年 4７ 明治３４年 3４ 大正３年 6３

明治９年 ８５ 明治２２年 6６ 明治３５年 3２ 大正４年 4４

明治１０年 ４０ 明治２３年 1５５ 明治３６年 5４ 大正５年 3６

明治１１年 5０ 明治２４年 6５ 明治３７年 6５ 大正６年 ４７

明治１２年 ４０ 明治２５年 7４ 明治３８年 5２ 大正７年 4４

明治１３年 ６２ 治２６年 7０ 明治３９年 9０ 大正８年 5２

明治１４年 ８９ 明治２７年 8３ 明治４０年 9９ 大正９年 4４

明治１５年 ７０ 明治２８年 5５ 明治４１年 1１５ 大正１０年 3６

明治１６年 ７２ 治２９年 4０ 明治４２年 9２ 大正１１年 ４１

明治１７年 ９７ 明治３０年 3９ 明治４３年 7８ 大正１２年 2０

明治１８年 ９０ 明治３１年 5８ 明治４４年 6２ 大正１３年 3８

明治１９年 ７２ 明治３２年 3３ 明治４５年 6３ 大正１４年 2９

明治２０年 ４５ ３３年 3４ 大正２年 8０ 大正１５年 4９
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に増加させた、と結論づけることはできないことが明らかになった。

3-3明治大正期の読売新聞の記事を用いた検討

ここでは主に岩本が二つ目の理由として挙げた社会規範の検討を行いたい。そこで新聞メディアを取

り上げることになるが，新聞という資料を取り上げることについていくつか述べておく必要がある'2)。

新聞記事そのものを客観的な事実として取り上げることはできない。新聞に代表されるマスメディア

ー般の特徴として，書かれたもの、表象されたものは，取材/観察されたものに書き手のバイアスがかか

りコード化されたものであるからだ。例えばここで取り上げる読売新聞であれば、明治期は口語体で書

かれた「小新聞」として，主に旧士族階級ではない「庶民層に読まれ」ることを目的としていた（読売

新聞１２０年史；４９)。したがって明治前半期の記事の傾向として顕著なように，創業者である子安峻ら

旧士族階級の書き手が,庶民に社会意識や道徳観念を教え諭すような文体で書かれている。であるから，

紙面に反映されている主義主張をそのまま社会規範の的確な反映だと取ることはできない。しかし一方

で親子心中のケースによっては，むしろ「庶民に読まれ」るために心情に訴えかけ，口語で語りかけな

がら共感を呼ぼうとするような書き方が多く見られる。その上で明治大正期は３万部から６万部を売り

上げ，小新聞で最大の読者をもっていたことを考えると，それなりに庶民感情を反映していたと取って

も良い。いずれにしても，何らかのかたちで当時の社会規範との関わりが鮮明に出てくることから，同

じように新聞記事から論理を組みあげた岩本説を検討するにあたって，新聞記事を利用することには十

分な意味があるものと考える。

それでは具体的な記事を参照してみる。明治大正期に見られた親子心中に関するすべての記事を取り

上げるのは煩雑になるため，ここでは明治年間については１８７５年，１８８５年，１８９５年，１９０５年の１０

年ごとのものを取り上げ，大正年間については１９１３年，１９１９年，１９２６年のものを取り上げた（論文

末尾の表を参照)。

取り上げた項目は、「日付｣．心中の「形態｣，「場所｣，書き手が記事上に見せた言い回しやレトリック

(｢記者の言い回し｣)，心中の「理由」の５項目である。順に見ていこう。

「形態」を見ると，確かに心中を遂行する担い手が母親になる場合が多いことが確認できる。また「場

所」を見ると，都市部での発生が圧倒的に多い，ということも確認できた。

「記者の言い回し」「理由」の項目を見ていくとl3l，いくつか興味深いことに気づく。まず「親子心中」

｢一家心中」などを含めて．現在私たちが親子心中と呼ぶ出来事に対し，「心中」という表現が一度も使

われていないことである。小見出しにおいても，文中の表現においても殆ど出てこない。断定すること

はできないが，明治大正期には親子同伴自殺に対してどこかしら情緒的な共感を喚起する「心中」とい

う用語を当てはめてはいなかったのではないか。

この点と関連するが，「無惨や無邪気の子供まで絞め殺し」（1905/06/２７の１３，以下記事番号のみ)，

｢浅ましき水死」(14)，「浅はかにも」(15)などの表現が見られ，これ以外にも「残忍なる父の魔手」(30)，

｢凶行を演じた」(44)，などの表現からも見られるように，必ずしも親子心中に対して同情的な言い回し

が多いわけではない。また心中自体の表現でも「我が子を殺す」（17,18,41)や「刺し殺した上に細首を

伽ね落とし」(11)など，明確に自殺と区別した形で子どもへの殺人行為を描いているところが眼につく。

もちろん「かわいそうなこと」(2)，「哀れ」(6,9,10)，「哀しき臨終の一声」(16)，「痛ましい生活苦」(42）

など同情的な表現も数多い。しかしこれらの事例はおおむね極度の生活苦を伴っており，これは子殺し

を隠蔽した親子心中自体に同情しているものというよりは，単に貧困の境遇に同情していると取ったほ
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うが自然であろう。

また１９１９年の３２の事例では，その後４日間にわたり事情を報じていたが，その最後の１２月１０日

付の紙面に非常に興味深い記事がある。３２の事例である子ども四人を道連れに自殺した夫人の行動は

｢善いと思うか悪いと思うか」をテーマに，都内の女学校の「修身科の臨時問題」として議論させたこと

についての紹介の記事である。そこで同校の校長が以下のように述べているのである。「唯四人の子を殺

したから悪い。自分一人黙って死ねばよいという感想の多いのを発見しました」（読売新聞１９１９/12／

10)。

これは心中に対して同‘情的なことを日本の文化的特質と併せて考えてきた先行研究の整理からは予測

できない発想であった。本論冒頭の記述に即して言えば，非常に欧米的な発想のもののはずだったので

ある。

また全体的に見て，明治から大正にかけて心中事件への視点，描き方に大きな変遷があるようには思

えない。もちろん注に示したように，新聞自体の変質に伴い記述がやがて口語体ではなくなっていき，

大正後半には情報伝達に特化したかのような無機的な文章が増えていくことは確かであるが，それを

｢心中に対する同'情的な心性がなくなった」などと解釈することはできない。

しかし岩本の仮説にあった「他人に迷惑をかけてはならない」という社会規範が形成されていく，と

いう点については，新聞記事の記述のみから判断することはできなかった。棄子のしやすさとの関係も

定かではないが，ただし警視庁管轄下で棄子数がマクロで見られたように大規模に減少しているわけで

はないこと．また棄子に関しては非親族成員を含んだ家の発想のみならず同族団を含んだより広範な社

会的紐帯との関係を考察しなければならないであろうことは確かで，その意味でも，マクロな棄子数と

親子心中を直ちに関連づけるのは勇み足なのではないだろうか。

4．結論と本論文のインプリケーション及び課題

本研究では明治大正期の親子心中について，先行研究の知見を踏まえ，その主張を主に読売新聞の記

事内容の分析から検討する作業を行ってきた。

その結果，いくつかのことが明らかになった。

まず，親子心中は都市部に多いということ。さらに、親子心中の中でも子どもを巻き添えにすること

については，明治大正期はそれほど共感的であるとは言えないということ。

むしろ子どもを巻き添えにすることを明確に殺人として犯罪的にとらえる視点も十分に内在させてい

たことが明らかになった。

これらの発見は，理論的にもいくつかの意味を持つ。

親子心中が都市部に多い事件だとすると，１９世紀末には世帯の形成すら困難であった都市で親子心

中に関する記事数が少ないということになり，家の解体が親子心中を増加させた，という岩本説には若

干の修正が必要になる。棄子数の減少というマクロデータとの関係も，より厳密に再検討されなければ

ならない。

本研究に残された課題は大きい。まずは棄子について同族団を含めた広い意味での家制度ネットワー

クの機能という点から考察を深めていかなければならないだろう。

また本研究で扱った明治大正期には親子同伴自殺に「心中」という言葉をあてがっていなかった以上，

それがいつ頃からあてはめられるようになったのか，昭和以降へと検討の足を伸ばさなければならない
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日付 形態 場所 記者の言い回し 理由 備考

１ 1875/02/2５ 父（不明）・子（性

別年齢不明）

大阪府曾根崎村 たまりかねて自分の

子供の首をしめころ

し自分の首を括る

博打の借金の取立

２ 1875/04/0６ 母(１９)・男児(1) 赤坂新町 可愛い男の児を背

に/かわいそうなこ

とではありませんか

夫が芸箭に入れ込む

のに悲観

３ 1875/09/1３ 母（不lﾘl）・子２名

(性別年齢不明）

伊勢 先妻の子と馴染めず

｢行々とても安心が

ならない」「子供に

憂きを見せるも怖け

ない」

投諜

４ 1885/02/1０ 父(48)・娘(21） 信潤玉l上高井郡 ｊ
ｌ

夫
嘆

縁が鮒いと常に
しており

３人続けて妻に先立
たれる

無理心中

５ 1885/03/2９ 父(62)・母(38)・女

児(6)・女児(3)

大阪南区湊町 余所の見る目も気の

なりしと

生活苦「跡に残りし

妾や子が路頭に迷う」

無理心中

６ 1885/06/1７ 母(31）・男児(5)．

男児(１）

大阪西区 哀れの母子 生活苦「我身の飢え

より子の空腹がるを

見るに堪え」

７ 1885/06/2７ 父(30)・母(31）・女

児(7)・女児。(6)．

男児(3)

河内志紀郡 無惨の死 生活苦の上，質屋に

編され

男児(3)は養子

８ 1885/08/0７ 母(41）・男児(8)．

女児(0）

京都内通千本 夫に先立たれ，生活

苦の上親族に「鍵子

を離別し子供はくれ

てしまえ_｜と言われ

｢そうもいかず」「苦

し紛れに」

男児(8)は従子

９ 1885/09/0９ 父(43)・女児(2) 日本僑区松脇町 哀れや家族多にて喰

付きのならぬ

生活苦

1０ 1885/09/1５ 母（不明）・女児(3) 本所 哀れ気の源な事であ

りまそ

｢夫の狂気」に生活

苫

良男(6)に夫の世話

を雷い含めて投身

11 1885/12/1９ 父(29)・母(20)・男

児（不明）

大阪本町 菱を「刺し段し」た

上男児の「細首をﾘ1111

ね落とし」

貧しい上に酒好きで

｢貧窮の身上が一層

差し迫り」

見出しは「自殺」

1２ 1895/11/3０ 母(28）・女児(5)。

男児(2)

芝!又'41余 目も当てられぬ有様

に哀れというも愚か

なりき

夫の仕蛎が捗々しく

ない上持病が再発し

悲観

1３ 1905/06/2７ 父(43)・男児(2) 大阪北区 無惨や無邪気の子供

まで絞め殻し

妻に離縁を言い渡さ

れ，嫉妬で逆上

1４ 1905/07/３１ 父(47)・母(不明）。

男児３名（いずれも

不明）

三IlmAL阿山郡 浅ましき水死を遂げ

し

赤痢流行の再発を恐

れ

1５ 1906/08/0４ 父(52)・娘(15） 赤坂区新町 果敢なき月日を送る

中不幸にも/浅はか
にも覚悟を決め

妻に先立たれ，自分

も眼病に固され古物

商の仕小が出来なく

なり「娘を跡に残す

も養育するものとて

なければ」



日付

1６ 1913/01/2４

1７ 1913/03/0３

1８ 1913/03/2３

1９ 1913/04/０８

２０ 1913/07/1４

２１ １９１３/07/2３

２２ １９１３/07/2８

２３ 1913/08/2９

２４ １９１３/１０／1８

２５ 1913/12/0５

2６ 1919/01／1３

2７ 1919/02/2２

2８ 1919/04/1１

2９ 1919/04/2１

3０ 1919/05/0５

３１ 1919/06/2１

3２ 1919/12/0５

3３ １９１９/１２／1２

3４ 1926/01／1１

3５ 1926/02/0１

明治大正期の親子心中の“増加”に関する考察

大正期心中報道

形態

父(22)・母(20)・男

児(2)

母(49)・男児(14）

母(32）・女児(7)。

男児(4)

母(40)・男児(１２）

父(36)・母(30)・男

児(7)

母(41)・女児(不明）

母(40)・女児(16）

父(28)・男児(0）

父(32)・け(27)・男

児(7)・男児(3)

母(37)・女児(１１）．

父児(9)

母(25)・男児(3)

父(44)・母(41）・男

児(18）

父(50)・峰(38)・女

児(5)・男児(2)

母(22）・男児(5)．

男児(3)

父(41）・女児(12)・

女児(１０)・男児(9)。

男児(6)・男児(4)

父(49)・卿児(4)

母(35)・女児(13)・

男児(１０)・女児(12).

女児(3)

母(24）・女児(5)。

女児(2)

父(３１）・ｿ)児(6)

父(32）・男児(9)．

男児(5)・男児(0）

場所

麻布区竿町

芝区三田小山町

浅草区瓦町

麹町ＩｊＬｌ番町

小石川区竹早町

横浜子安町

浅草区洗足町

横浜保土ケ谷町

牛込区市ヶ谷

四谷区左門町

下谷区南大門町

浅草

荏原郡

久留米市京町

日暮1M町

小石川区林町

藤原郡目黒

Ｈ暮眼町

盛岡市

記者の言い回し

名残の大師詣/悲し

き臨終の一声

我が子を殺して自刃

我が子を殺して'牒死

す

生活難より来る人生

の悲惨

子を殺した雌の心

貧家の悲劇毎日飢え

泣く珊児を見るに忍

びず

虚栄に過られた家庭

行政格理から生活難

幼児を抱きて投身せ

し美人あり

妻子を殺して割腹

児を負いて投身

五児を殺し総死す／

残忍なる父の魔手

愛児を殺し総死す／

日暮里の悲劇

狂える母の悲しみ

生活雌がうんだ悲劇

三児を我身に縛り四

人で身投げ

理由

親の許さぬ夫婦仲

ｎ痴の子の行く末を

憐れむ

貧苦に泣ける女

離縁話を苫に

生活難

貧困／女児の貰い手
がなくなる

夫が先妻との子をか

わいがり女児(16)を

｢虐待するより母子

Iま現世を悲観」

富家出身の妻と夫姉

噴嘩が絶えず

強度のヒステリーに

椛り現世を悲観

家庭不和

神経衰弱からの惨劇

仕事上のトラブルが

原因で「精神に異状

を来たせしもの」

病気に確りて全治し

ざるを悲観

父の放蕩により金策

に窮して

糞が家出し途方に暮

れ

柵神錯乱

病気で働きに11'られ

ない

肺病を苫にした父親

２５

備考

情死の道連れ

次男のみ段害

愛人

５歳

生存

７歳の二児は

子殺しのみで母は未

遂

死亡は三女と四女

無恥心中

無理心中

同年１２/07～１２／１０
まで連日報道（別掲）

遺訓:「長々世話になっ

て済まなかった」



2６

日付 形態

3６ 1926/02/0５ 父(48)・男児(9)

3７ 1926/02/1３ 母(24）・女児(8).

女児(2)

3８ 1926/03/1１ 父(53)・母(48)・男

児(4)

３９ 1926/04／１２ 母(26)・男児(2)

４０ 1926/04／1３ 母(24)・女児(0）

４１ 1926/04／1７ 父(29)・男児(2)

４２ 1926/04／1９ 母(28）・女児(9).

女児(5)・女児(2)

４３ 1926/05/0４ 父(67)・娘(17）

４４ 1926/05/1０ 父(26)・母(１５)・男

児(2)

４５ 1926/05/1７ 母(28）・女児(5)．

男児(4)・女児(2)

4６ 1926/06/2１ 母(27）・女児(8)．

男児(１１)・女児(4)

4７ 1926/06/２１ 母(30)・男児(2)

4８ 1926/07/0１ 母(36)・娘(16)・男

児(3)

4９ 1926/07/1８ 鍬(22)・女児(0）

5０ 1926/09/0２ 雌(34)・女児(0）

５１ 1926/09/0９ 母(28）・男児(5)．

女児(2)

5２ 1926/１１/2６ 母(26)・男児(1)

5３ 1926/１１/2９ 母(28)・男児(3)

5４ 1926/１２/0８ 母(21）・男児(8)．

女児(6)・ソ)児(4)

社会学研究科紀要第６０号２００５

大正期心中報道（つづき）

場所

群馬県館林町

千葉ﾘiiL香取郡

長野県上水内郡

横浜市大岡町

京橘木挽町

神奈川県

板橘町下板橘

埼玉県入間郡

茨城県鹿島郡

兵脈県龍野

兵庫県尼崎市

名古歴市中区

神奈川県鶴見町

福井市佐佳枝町

幡ヶ谷

長野県下伊那郡

小石川区若荷谷

町

芝区

京都市千本通

記者の言い回し

我が子を火に没ず

放湖な夫と別れ二児

を抱き投身

妾子を惨殺し自殺

｢死んで申訳します」

と遺書

波はかに竹へラ様の

もので嬰児の咽喉を

さして殺諜

我が子を殺して人夫

の割腹自殺

痛ましい生活苦と春

の日の死への誘惑

言嬰に不義され娘を段

して自殺

凶行を減じたもので

ある

群き妻が一家六人を

殺して総死

叔父との罪の子三人

の始末に隅った転々

の母

嬰児殺し/緯死を

った病女

不具の娘を気にして

逆上

嬰児を殺し若妻自殺

夫婦別れの･女

押し込めて投身/此

の始末に及んだもの

嬰児を絞殺して若妻

のﾈｺ自役

細召子供と投身

夫の放澗/女心の突
きつめた結果

理由

若い情婦が嫁入り出

来なかったことを恥

じる

夫に借金が出来た上

妾を囲い遂に離縁と

なったのを悲観

発狂

痴州の結果の憂篭症

生活に困る

妾に逃げられて悲観

の米

生活苦

妻の不義を告訴する

も以前に美人局で相

手にされず悲観

離縁沙汰を憤慨して

姑との不仲

旅館女中を脆々とす

るも，脚気で仕事に

ならなくなる

自らの不治の病と述

れ子三人で家庭内不

和

娘の障害を気にして

ヒステリー

本人の肝臓病の経過

い/姑と口論

離縁した後思うよう

に働けないのを悲観

夫が主家の金を使い

込んで検稚され悲観

極度の神経衰弱/病

気を苦にしての結果

病気で髪が抜けて行

くのを悲観

夫の放藩が原因か

備考

蕪理心中

翌日０４/２０に続報

fHモ 心中

婿従子

女児以外にも姑，蛭２

名も殺害の大惨事/父が

行った夫婦心中の仕描

ない（同月24日に裟報）

四男のみ殺審

子役し

長ﾘ)．三女，次男を

殺郷



明治大正期の親子心中の“増加”に関する考察２７

だろう。そして，今回は触れることができなかったが,母子保護や捨て子に関する社会政策的な諸立法，

諸制度及びその運用との関係も改めて問い直していきたいと思っている。

注

ｌ）なお，台湾には「父子心中や一家心中が皆照であり，また複数自殺のうち夫婦心中が皆無で」あり「母子心中

は（1969年１月からの３年間で－引用者注）六例と絶対数も少ない」と報告されている（岩本，1994-林憲

『精神徴候の通文化比較から見た親子心中｣，１９８２からの孫引き)。

２）また岩本(2005)はこうも述べる。「そもそも日韓では家族(family)の観念がずれており，日本の親子心中を精

確に翻訳すれば，父母一子息同伴自殺ということになる。しかし，そんな言葉は韓国にはない｣。

３）ただし後に述べるように，マクロデータに見られる葉子の減少と親子心中の（新聞記事件数上の）減少の相互

関係については明らかになっているわけではない。

４）そもそも親子心中の公的な統計は，昭和３０年代の警察庁の一時的なものを除き，口本にすら存在しない。東

アジアでのそれに関する研究でも新聞記事数から引用されるのが常である。したがって正確な数値はもとより

分からないため，ここでは大原(1965-1)の記述をそのまま受容するにとどめておく。また，岩本(2005)によ

れば，欧米でも子殺しを伴った自殺の事例は散見するものの，それは犯罪の範噛でみなされる衝動的/突発的

なもので，同情的な視点から解釈される日本のものとは質的に異なる，とも言われる。

５）富永(1990;273）

６）ショーターが主張した感情革命によって公私に区分され母子関係へ純化された“近代家族，，論（これは近代化

論とも棚めて論理的に相性がいい）と，有賀喜左衛門などによって主張されてきた抽象的な永続を第一とし，

非血縁を含む経営体としての"家/イエ”理論とは，そもそも論理的に接合されていない。近年の家族に関わる

社会史の業績でも，本論が扱う明治期の家族のあり方は，「家/家族の二重構造」であるとか「近代家族の要件

をいくつか満たした家」という暫定的な把握にとどまっている（小山静子，西川祐子らの業績を参照)。しかし

これらの理論的関係が精織に解明されたとはとても言えないことはいうまでもない画

７）ほとんど最初の親子心中に関するまとまった歴史的研究と言える先駆的な戦前の業績である。

８）｜|]川(2000)によれば，Ⅱ月治後期から大正期にかけては，社会調査の歴史では「近代社会内部の異質さ」へ視点

が向かっていく時代とされている。近代の自己認識のありかたが,「社会の外部や異質性」として調査対象をと

らえていた明治初期から，自らが不'１避的に準むものとして社会問題をとらえるように変わってきたのであっ

た。この視線の延長線上に，小峰研究所紀要の報告もあると言って良い。「明治大正昭和と著しい人口の増加及

一方社会経済機構の変移に伴ひ事毎に世界経済界の影響を受けて近年生存闘争は愈々激甚を極め生活難の声

は高まり，昭和年間に於て特に多数の生活苦による悲惨なる親子心中を出現するに至ったのである」（小峰，

１９３７;１７)。

９）ただし大正８年になるまでは，読売新聞は東京，横浜，大阪の支局を拠点としており，そもそも記事になるの

は都市部の事件が多い，という条件もあったことは確認しておかなければならないが，大正８年以降も，親子

心中の事件は都市部で巾心的に起きていることから，この条件はそこまで決定的なものではないと言ってよ

い．０

１０）この点については，屈''１に関する限界があるので，正確な数値ではない。

ll）２０世紀に入っての人口の自然動態の動きは，公衆衛生を中心とした都市生活環境の改善を物語っている。ま

た，それぞれの世帯が位置する地域的な環境も，町内共同社会の崩壊後，２０世紀初めの町内会の再編，１９２０

年代の町内会の大規模な設立と再編ラッシュに示されるように，大きく変容し整備された。要するに〆世帯を

形成し展開するための生活環境が，都市においても急速に整えられてきたと考えられるのである（中川，

2000)。

12）なお岩本(1993)では以下のように述べられている。「日本に限らず世界的に自殺に関わる基礎データは匹人口

統計や警察白書などに，統計的に集約された形で示され，詳しくは公表されないのが普通である為に，死体検

案調書を活用出来る監察医や，自殺企図者を患者として扱える精神科臨床医等の特定の者以外，これまでの自

殺研究の多くは，専ら新聞資料を利用し依存して来たのが実情である。したがって新聞資料のもつ資料的な限

界を取り入れた上でこれを活用していくこととせざるを得ない｣。

13）なお明治１８年ごろから編集方針として小新聞から脱皮し，文学新聞/政論新聞としての色を強めていくこと

になる（読売新聞発展史；228）のに伴い，’１月治初期の語りかけるような口調が徐々に影を潜めていくように
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なっていることも見て取ることができる。
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大原健士朗1965-2日本における自殺の特色一親子心中及び情死について精神神経学雑誌６７．

小峰茂之１９３７明治大正昭和年間に於ける親子心中の医学的考察小峰研究所紀要邦文第５巻．

佐々木保行ｌ９７７子捨て・子殺しジュリスト増刊総合特集現代の家族社会事業第１８巻第５号1934．

富永健一１９９０日本の近代化と社会変動テュービンケン講義講談社学術文庫．

中川清２０００日本都市の生活変動勤草書房．

速水融他２００２近代移行期の人口と歴史ミネルヴァ書房．

柳田国男１９９３明治大正史世相篇新装版講談社学術文庫．


